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答 申 書 

 
平成１９年６月１４日付けで貴職から受けた、「水道事業管理者事務引継書の

うち次の記載部分 地方自治法施行令第１２３条に定められている処分未了・

未着手・将来企画事項についての処理手順・方法・意見」（以下「本件対象行政

情報」という。）の非公開決定（以下「本件処分」という。）に対する審査請求

に係る諮問について、次のとおり答申します。 
 
第１ 審査会の結論 
  本件対象行政情報は不存在と認められる。よって、非公開とした決定は妥

当である。 
 
第２ 審査請求人の主張の要旨 
 １ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市

条例第１７号。以下「条例」という。）第６条第１項に基づく本件対象行政

情報の公開請求に対し、平成１９年１月３０日付け水業水第１６２３号によ

り、さいたま市水道事業管理者（以下「実施機関」という。）が行った本件

処分について取り消しを求めるというものである。 
２ 審査請求の理由 
  審査請求人が主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書及び口頭意見

陳述によると、おおむね以下のとおりである。 
⑴ 本件対象行政情報は、地方公営企業法第７条の２第１１項により準用

される地方自治法第１５９条に基づき地方自治法施行令第１２３条（現

行、同第１２４条）に定められている法定記載義務事項なので、通常、

存在しないとは考えられない。よって厳しく存否の真否及び当否は検証

されなければならない。 

⑵ 主位的に、本件処分は違法である、予備的に、本件処分はたとえ外形

的に妥当であったとしても実質的には不当であるとの確認的な結論を求



める。制裁的に、事務引継手続において地方自治法施行令第１２３条（現

行、同第１２４条）に違反する事実があったことを速やかに公表するべ

きであるとの意見、並びに、提言的に、法令違反の再発防止策として、

新たに「水道事業管理者事務引継書調製要領」（仮称）を制定するべきで

あるとの意見を求める。 

⑶ 本件処分においては理由提示が不充分であり、本件処分の取消し理由

とならないほど軽微であるとは必ずしも言えない程度に不当であり、た

とえ本件処分そのものが結果として形式的に妥当であっても、本件処分

を取り消して改めて充分に説明的な理由提示をもとめることは、情報公

開制度の適正な運用をはかるうえで意義が認められる。よって本件処分

は取り消されるべきである。 

⑷ 本件処分の先行行為である前任者による「水道事業管理者事務引継書」

の作成においては、地方自治法施行令第１２３条（現行、同第１２４条）

に規定した義務を懈怠した事実は客観的に明白であり、現任者はその瑕

疵を故意又は過失により看過している。したがって、両者による同事務

引継手続きには違法の瑕疵があり、その後行行為としての本件処分は、

たとえ外形的に妥当として認めざるをえなくとも、実質的に不当である。

その旨を答申書の結論主文で宣言しなければ、市は無法地帯、情報犯罪

地帯になり、幹部職員は無罪放免となりかねない。 

  ⑸ 地方自治法施行令第１２３条（現行、同第１２４条）違反は、市特別

職全員の事務引継に共通する特徴的問題点であると思われる。したがっ

て水道事業管理者のみに対して法令順守の意見をすれば足りるものでは

ない。また二重帳簿の疑いがあり、事務引継自体が現実的に行われてい

なかった可能性もある。 

 

第３ 実施機関の説明の要旨 
  実施機関は、理由説明書及び口頭意見陳述において、おおむね次のように

説明している。 
１ 地方公営企業法第７条の２の規定により、地方公共団体の長の事務の引

継ぎに関する地方自治法の規定が水道事業管理者に準用されており、その

内容を定める地方自治法施行令では、事務の引継ぎの場合においては、「処

分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処

理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。」と

規定されている。平成１８年１２月６日付けで審査請求人からの行政情報

公開請求を受けて公開した「水道事業管理者事務引継書（平成１７年４月）」

には、「処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項」の記載は



あるが、「その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見」については、

記載がないことから、本件対象行政情報が存在しないことは明らかである。 
２ 「水道事業管理者事務引継書（平成１７年４月）」には記載されていない

が、平成１７年４月６日から８日まで実施した管理者レクチャーにより当

該事項については説明をしており、その際の資料である「懸案事項の現状、

課題及びその対応」（平成１９年１月５日付け水業水第１４９５号で公開）

がこれを補うものと考える。 
 
第４ 審査会の判断の理由 
 １ 審査請求人は、本件の行政情報公開請求書において、公開請求に係る行

政情報を「水道事業管理者事務引継書」のうちの「地方自治法施行令第１

２３条に定められている処分未了・未着手・将来企画事項についての処理

手順・方法・意見」の記載部分、と特定して、本件対象行政情報を事務引

継書に記載されたものに限定している。 
 ２ 実施機関の理由説明書及び口頭意見陳述における説明によると、本件行

政情報公開請求に至るまでには、以下の経緯があった。 
  ⑴ 平成１８年１２月６日付けで、審査請求人は、「現在の水道事業管理者

浅子進が引き受けた事務引継書（引継メモを含む）」の行政情報公開請求

をし、実施機関は、平成１８年１２月２２日に「水道事業管理者事務引

継書（平成１７年４月）」及び「水道事業事務引継書（平成１７年４月）」

の公開を実施した。 

  ⑵ 平成１８年１２月２２日付けで、審査請求人は、「現在の水道事業管理

者が引き受けた事務引継事項の詳細が分かるもの（事務引継書を除く）」

の行政情報公開請求をし、実施機関は、平成１９年１月１６日に、平成

１７年４月に行なった水道事業管理者の管理者レクチャーに用いた資料

の別紙「懸案事項の現状、課題及びその対応」の公開を実施した。 

 ３ 当審査会においても、順次、上記２⑴・⑵の手続きで公開された行政情

報を審査したが、審査請求人が特定する「水道事業管理者事務引継書」に

は、「処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項」の記載はあ

るが、「その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見」の記載はない。

また、本件対象行政情報の存在をうかがわせる具体的な事情もない。審査

請求人は、本件対象行政情報は法定記載義務事項なので通常存在しないと

は考えられない、というが、事実問題としては、本件対象行政情報は存在

しないというほかはない。本件対象行政情報は不存在と認めるのが相当で

ある。 

 ４ 地方公営企業法第７条の２は、地方公営企業の管理者について地方自治



法第１５９条の地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定を準用して

おり、事務引継ぎについて地方自治法施行令第１２４条は「…事務の引継

ぎの場合においては、前任の…長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、

処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その

処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。」

と規定する（平成１８年政令第３６１号により第１２３条を繰り下げ）。し

かし、これらの書類等については、必ずしも特に事務引継書として調製す

る必要はないものと考えられ、かかる意味では上記２⑵の手続で審査請求

人に公開された「懸案事項の現状、課題及びその対応」は、事務引継書に

記載された「処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項」の

各項目について、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載

した、事務引継ぎに関する行政情報であると言い得る。 
しかし、事務引継書自体に、引継事項や法定記載事項をある程度詳細に

総覧的に記載してあれば、市民は、事務引継書を見るだけで、各課が重点

を置いて取り組んでいる課題や懸案事項、その処理方法等を知ることがで

き、より情報公開制度の趣旨に合致するといえよう。事務引継書の作成に

ついて、今後、さらに検討がなされ、改良がなされることを期待する。 
 ５ 結語 
   以上の次第であり、本件審査請求には理由がないから、当審査会は、前

記第１の結論のとおり、答申する。 
 
 
第５ 調査審議の経過 
  当審査会は、本件諮問事案について、次のとおり、調査審議を行った。 
① 平成１９年 ６月１４日 諮問の受理 
② 同 年  ７月１０日 実施機関から理由説明書を受理 
③ 同 年  ９月２０日 審議 
④ 同 年 １０月１１日 審査請求人からの意見聴取及び審議 
⑤ 同 年 １０月１１日 実施機関からの意見聴取及び審議 
⑥ 同 年 １１月１５日 審議 
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